
庁議（令和８年５月７日）結果について 

 

１ 開 催 日 令和８年５月７日（木） 

２ 場  所 庁議室 

３ 出 席 者 市長、今井副市長、津田副市長 

市長室長、企画政策部長、総務部長 

４ 説 明 者 市民部長、教育総務部長、行政総務課長、資産経営課長 

５ 事 務 局 秘書課長、広報課長、財政課長、行政総務課長、職員課長 

       企画政策課長、政策担当長、企画政策課主管 

６ 付議事項 

（１）平塚市行政手続条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正の趣旨 

  聴聞の通知等の方式についてインターネットによる公示の方法を

追加するため、規定を整備する。 

２ 改正の内容 

 不利益処分を行う際において、名宛人の所在が判明しない場合に

行う通知を、「掲示場に掲示」から、規則で定める方法（インターネ

ットによる公表を想定）により不特定多数の者が閲覧することがで

きる状態に置くとともに、「掲示場に掲示」又は「事務所に設置する

電子計算機の画面に表示」することとする。 

３ 施行日 

 公布の日 

結果 審議の結果承認された。 

 

（２）地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活

動法人等を定める条例の一部を改正する条例（案）について 

概要  標記条例は、令和８年４月７日の庁議にて、１法人の指定期間の更

新、１法人の指定の取消しによる一部改正を付議した。さらに、１法

人が所在地の変更を申し出たため、次の追加改正事項が生じた。 

 

１ 追加改正事項 

主たる事務所の所在地について、変更届出を提出した特定非営利活

動法人 ＷＥ２１ジャパンひらつかに係る条例別表の改正を行う。 

結果 審議の結果承認された。 

 

（３）学校給食費の未払いに係る訴えの提起について 

概要 １ 当事者  原告 平塚市 

被告  

 

２ 請求の趣旨 

  被告は、平塚市立学校において学校給食を受ける者の保護者であ

り、負担すべき学校給食費を長期間滞納し、再三の催告にも応じな

かったため、支払督促の申立てによりその徴収を図ったところ、被

告から督促異議の申立てがなされた。 

これにより、本市が支払督促の申立てにより行った本件学校給食

費の支払に係る請求は、民事訴訟法第３９５条の規定により訴えの

提起があったものとみなされることとなったため、本市は、被告に

対し、引き続き訴訟において本件学校給食費の支払を請求するため、



 

地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求

めるものである。 

３ 管轄裁判所 

平塚簡易裁判所 

４ その他 

判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 

結果 審議の結果承認された。 

 

７ 報告事項 

（１）指定管理候補者の選定について 

概要 本市では、地方自治法第２４４条の２による指定管理者制度を、平

成１８年４月から導入し、現在３６施設で指定管理者による管理運営

を行っている。 

令和８年度に指定期間が終了する４施設（平塚市余熱利用施設、平

塚市北・西・南図書館）は、指定管理による管理運営を継続するので、

令和９年度からの指定管理者の候補を選定する手続を行う。 

 

以 上 


